
令和８年度用                 重要事項説明書  

 

１，施設の概要 

名称 幼稚園型認定こども園 所沢文化幼稚園 

所在地 埼玉県所沢市星の宮 1丁目 2番 25号 

認可日 昭和 35年 11月 10日 

連絡先 
電話番号 04-2922-2739 FAX番号 04-2923-1333 

メールアドレス bunka@toko-bunka.ed.jp 

設置者 学校法人所沢文化幼稚園  理事長 梅沢 好文 

施設長氏名 梅沢 好文 

事業の類型 幼稚園型認定こども園 

 

2，定員 

1号認定児 2号認定児 

3歳 4歳 5歳 3歳 4歳 5歳 

８０ ５５ ６８ ２２ ３０ 1５ 

   ※ 1号認定児の 3歳児には、満 3歳を含みます。 

（合計） 

1号認定児 2号認定児 合計 

2０３ 6７ 270 

 

3，職員体制    （令和８年４月１日予定） 

職種 常勤 非常勤 合計 

施設長 1 0 1 

副園長又は教頭 １ 0 １ 

保育教諭 19 0 19 

主幹保育教諭 ２ 0 ２ 

指導保育教諭 0 0 0 

主幹養護教諭 0 0 0 

養護教諭又は養護助教諭 0 0 0 

学校医 0 ０ ０ 

学校歯科医 0 ０ ０ 

学校薬剤師 0 ０ ０ 

調理員 0 0 0 

事務職員 ２ 0 ２ 

その他 1 5 6 

合計 26 5 31 

 

通称認定こども園法に基づく認可に係る審査基準

及び、その他法令等の定める基準を順守し、幼児

教育及び保育に必要な職員として、左記の職種の

職員を配置しています。 

 

※委嘱 

※委嘱 

※委嘱 

※委託 
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4，開園日・開園時間及び、休園日 

 1号認定児 2号認定児 

開園日 月曜日から金曜日 月曜日から土曜日 

開園時間 
午前 7時 00分から午後 7時 00分  

午前 7時 00分から午後 7時 30分  

（土曜日：午後 6時 00分まで） 

教育・保育時間 教育標準時間認定 午前 9時 00分から午後 2時 00分  - 

保育標準時間認定 - 
午前 7時 30分から午後 6時 30分  

（土曜日：午前 7 時 00 分から午後 6 時 00 分）  

保育短時間認定 - 午前 8時 30分から午後 4時 30分  

預かり保育時間 
教育標準時間認定 

午前 7時 00分から午前 8時 29分  

午後 2時 01分から午後 7時 00分  
- 

延長保育時間 

保育標準時間認定 - 

午前 7時 00分から午前 7時 29分 

午後 6時 31分から午後 7時 30分  

（土曜日：なし） 

保育短時間認定 - 

午前 7時 00分から午前 8時 29分 

午後 4時 31分から午後 6時 30分  

（土曜日：午後 6時 00分まで） 

休園日 土・日曜日、祝日、夏季・冬季・春季休 

業日、開園記念日、埼玉県民の日、園

長が認める日 

日曜日、国民の祝日に関する法律に規 

定する休日、12月 29日から 1月 3 

日まで 

 

5，給食 

 1号認定児 2号認定児 

給食 外部搬入（月・火・木・金） 外部搬入（月～土） 

アレルギー 対応しかねます 対応しかねます 

 

6，利用者負担額 

保育料 所沢市が定める条例によるものとします。 

満３歳児は、誕生月まで 30,000円。 

預かり保育料 

（1号認定児） 

※ 所沢市一時 

預かり事業 

午前 7時 00分から午前 8時２９分  150円 

午後 2時０１分から午後 4時 00分  200円 

午後 4時０１分から午後 5時 00分  200円 

午後 5時０１分以降  150円 

※最大 550円／1日  ※8,000円／月額（常時預かり） 

保育要件のある方（無償化 2号の方）は、1日 450円申請により償還されます。 

※満３歳児は、慣らし保育終了（概ね 1週間）後、午後４時３０分まで利用可能。 

※午後 7時 00分を超えた場合、１５分につき１，０００円を徴収させて頂きます。 

延長保育料（2号） 標準時間 100 円（30 分）、短時間 100 円（1 時間） 

※午後 7時３0分を超えた場合、１５分につき１，０００円を徴収させて頂きます。

（詳細は、お問い合わせください。） 



徴収時期、徴収方法 徴収時期：毎月 1日、 徴収方法：口座引き落とし 

夕食（補助代） 実施しません。 

 

実費徴収 

・入園検定料（1号） 

・入園準備金（1号・2号） 

・教育環境充実費（1号・2号、年額） 

・特定保育負担額（1号・2号、年額） 

・通園バス維持費（1号・2号、月額） 

・教材費（1号・2号、年額） 

・観察本代（1号・2号、年額） 

・給食費（1号、1食） 

 

 

 

・給食費（2号主食費、月額） 

・給食費（2号副食費、月額） 

 

 

 

 

 

・制服、制帽、体育着代（1号・2号） 

・保育用品代（1号・2号） 

3,000円 

75,000円 

18,000円 

９,０00円 

3,500円 

14,000円 

年齢により異なる 

3５0円 

※年収360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の

第３子以降の子供たちについては、副食費（240 円）が

減額されます。 

1,２00円 

4,800円 

※年収360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の

第３子以降の子供たちについては、副食費（4，800 円）

が減額されます。 

※令和８年度公立保育園の主食費・副食費が値上がりした

場合は、公立保育園の料金に準じます。 

実費 

年齢により異なる 

※利用者負担については、領収書を発行します。 

7，選考の方法 

（1号） 入園希望者が利用定員を上回る場合においては、幼稚園型認定こども園所沢文化幼稚園 

         園則（兼運営規程）第15条に基づき、園長の判断により、公正な選考を行います。 

（2号） 利用の申込みをした子どもの数と入所児の総数が利用定員の総数を超える場合については、 

市が行う利用調整により選考します。 

 

8,緊急時の対応方法 

   教育・保育中に容体の変化等があった場合は、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡をし、学校

医又は主治医へ連絡をとるなど必要な措置を講じます。 

学校医 氏 名  京谷 圭子（星の宮クリニック） 

所在地  埼玉県所沢市星の宮 1丁目 3番 29号  電話 04-2921-3877 

学校歯科医 氏 名  梅沢 雅利（梅沢歯科医院） 

所在地  埼玉県所沢市星の宮 1丁目 2番 25号  電話 04-2921-5215 

 

 



9，非常災害時等の対策 

非常災害時等

に対する計画 

非常災害時や防犯等に関する計画は、別に定めます。 詳しくは、園長までお問い合

わせください。 

避難・消火訓練 火災及び地震を想定した避難訓練を、毎月 1回実施します。 

防火設備 自動火災探知機、煙感知器、誘導灯 

避難場所 第一避難場所 所沢小学校 第二避難場所  

10，虐待等の防止 

   入所児の人権の擁護・虐待防止のため、責任者を設置する等の必要な体制の整備を行うとともに、職員に

対し、研修を実施する等の措置を講ずるように努めます。 

責任者 梅沢 好文（園長） 

 

11，地域子育て支援事業の内容 

・親子集いの場  

 

・園 庭 開 放  

 

・育 児 相 談  

子育て中の保護者のサークル等に対して、活動の場所の提供及び活動に関するアド 

バイス等を提供する。 ※予約制（毎月5回程度を予定） 

地域の子供やその保護者に対し、職員監督の下、園庭を開放する。子供との遊び方 

などについて相談があれば職員が対応する。 ※予約制（月5回程度予定） 

来園、電話、電子メール等で職員（保育教諭）が子育てに関する相談に対応する。 

※月～金曜日、午前10時00分から午後4時00分まで 

 

12，個人情報保護方針 

【個人情報の取扱方法】 

個人情報については、個人情報の保護に関する法令に則り、プライバシーポリシーを定め、個人情報の

保護を徹底してまいります。 

 

13，苦情解決体制 

相談・苦情解決責任者 氏名 梅沢  好文   電話 04-2922-2739   役職 園長 

相談・苦情受付担当者 氏名 梅沢  雅代   電話 04-2922-2739   役職 副園長 

第三者委員 氏名 加賀谷崇文   連絡先   kagaya@toko-bunka.ed.jp 

氏名 井花  佳彦   連絡先   hoken.ihana@gmail.com 

受付方法 電話、メール、直接 

 

14，傷害保険の概要 

保険の種類 園賠償責任保険 

保険の内容 普通保険 

保険金額 1事故につき、最大 10億円。 園児 1人につき 2億円。 
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1５，カスタマーハラスメントに対するお願い 

本園は、保護者のご意見など真摯に受け止め誠実に対応することを原則としております。 

さらに、職員が保護者・外部業者などからカスタマーハラスメントを受けた場合、当法人としまして 

本園カスタマーハラスメント規定により、毅然とした対応をし、職員の心身の安全を確保し・適切な保育 

環境の中、お子様の安全・安心・幼児教育と保育に全力で取り組みたいと存じます。 

皆様のご理解とご協力をお願いします。 

※一般的には、長時間の拘束・繰り返し要望面談を求める・暴言・暴力・威嚇・脅迫・特別扱いの強要・

園外拘束・SNS・インターネットでの誹謗中傷等は禁止事項です。 

 

1６，安全対策について 

安全対策については、運営マニュアル・危機管理マニュアルを作成し園児・乳児の安全を法人全体で 

守る仕組みを作り、厳守します。 

① 適切な情報の共有と公開 ② ヒヤリハットなど情報共有と分析 ③ マニュアルの徹底  

④ 危険個所の準則な改善・改修 

 

17，その他の重要事項 

(1)集団生活に適応できない（障害認定、加配を必要とする）園児は、入園後でも保護者協議の上、登園

制限（午前保育のみ、保護者同伴、行事欠席、一時休園、所沢市一時預かり事業の利用不可）や、ご

退園していただく場合もございます。 

（2）園運営に重大な支障、又は困難が生じた場合はご退園いただく場合がございます。 

（3）本園の実費徴収等の納入が 2か月以上滞納した場合、ご退園いただく場合がございます。 

（４）実費徴収については、変更になる場合がございます。 

 



令和８年度用                 重要事項説明書 

 

１，施設の概要 

名称 所沢第二文化幼稚園 

所在地 埼玉県所沢市上安松 1255番 5 

認可日 昭和 40年 3月 15日 

連絡先 
電話番号 04-2992-6950 FAX番号 04-2994-7045 

メールアドレス bunka2@toko-bunka.ed.jp 

設置者 学校法人所沢文化幼稚園  理事長 梅沢 好文 

施設長氏名 梅沢 純昌 

事業の類型 幼稚園（私学助成園） 

 

2，定員 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 

   〇 〇 〇 420 

   ※ 3歳は、満 3歳児も含まれます。また、定員は、無償化 1号・2号認定児の合計です。 

 

3，職員体制    （令和８年４月１日予定） 

職種 常勤 非常勤 合計 

園長 1 0 1 

園長代理 1 0 1 

主幹教諭 1 0 1 

幼稚園教諭 1９ ３ ２２ 

調理員 0 0 0 

その他 4 1２ 1６ 

合計 26 15 41 

 

4，開園日・開園時間及び、休園日 

開園日 月曜日から金曜日 

開園時間 午前 7時 30分から午後 6時 30分 

教育時間(1日保育の時間) 午前 9時 00分から午後 2時 00分 

預かり保育時間 午前 7時 30分から午前 8時 29分 

預かり保育時間 午後 2時 01分から午後 6時 30分 

休園日 土・日曜日、祝日、夏季・冬季・春季休業日、開園記念日、埼玉県民の日、園長が認める日  

 

5，給食 

給食 月・火・木・金 アレルギー 対応しかねます。 

 

 

埼玉県私立幼稚園設置認可に係る審査基準及び、その他 

法令等の定める基準を順守し、幼児教育に必要な職員とし

て、左記の職種の職員を配置しています。 
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6，利用者負担額 

保育料 25,700円（無償化） 

満３歳児は、誕生月まで 30,000円 

預かり保育料 

※ 所沢市一時預かり 

   事業 

午前 7時 30分から午前 8時２９分  150円 

午後 2時 01分から午後 4時 00分  200円 

午後 4時 01分から午後 5時 00分  200円 

午後 5時 0１分以降  150円 

※最大 550円／1日  ※8,000円／月額（常時預かり） 

保育要件のある方(無償化 2号の方)は、1日 450円申請により償還されま

す。 

※満３歳児は、慣らし保育終了（概ね 1週間）後、午後４時３０分まで利用可。 

※午後６時３０分を超えた場合、１５分につき１，０００円を徴収させて頂きます。 

徴収時期、徴収方法 徴収時期：毎月 1日、 徴収方法：口座引き落とし 

夕食（補助代） なし 

実費徴収 

・入園検定料 

・入園料 

・教育環境充実費（年額）  

・通園バス維持費（月額） 

・教材費（年額） 

・保健衛生費（年額） 

・観察本代（年額） 

・光熱水代（年額） 

・給食費（一食あたり） 

 

 

 

・制服、制帽、体育着代 

・保育用品代 

3,000円 

7５,000円 

18,000円 

3,500円 

14,000円 

2,８５0円 

年齢により異なる 

６,１50円 

３５０円 

※年収 360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の第３子以

降の子供たちについては、副食費（240円）が申請により償還され

ます。 

実費 

年齢により異なる 

※利用者負担額については、領収証を発行します。 

７,選考の方法 

・入園希望者が定員を上回る場合においては、園長の判断により、公正な選考を行います。 

 

8,緊急時の対応方法 

   保育中に容体の変化等があった場合は、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡をし、嘱託医又

は主治医へ連絡をとるなど必要な措置を講じます。 

嘱託医 氏 名  京谷 圭子（星の宮クリニック） 

所在地  埼玉県所沢市星の宮 1丁目 3番 29号  電話 04-2921-3877 

嘱託歯科医 氏 名  梅沢 雅利（梅沢歯科医院） 

所在地  埼玉県所沢市星の宮 1丁目 2番 25号  電話 04-2921-5215 



9，非常災害時等の対策 

非常災害時等

に対する計画 

非常災害時や防犯等に関する計画は、別に定めます。 詳しくは、園長までお問い合

わせください。 

避難・消火訓練 火災及び地震を想定した避難訓練を、年 2回実施します。 

防火設備 自動火災探知機、煙感知器、誘導灯 

避難場所 第一避難場所 松井小学校 第二避難場所  

 

10，虐待等の防止 

   入所児の人権の擁護・虐待防止のため、責任者を設置する等の必要な体制の整備を行うとともに、職員に

対し、研修を実施する等の措置を講ずるように努めます。 

責任者 梅沢 純昌（園長） 

 

11，個人情報保護方針 

【個人情報の取扱方法】 

個人情報については、個人情報の保護に関する法令に則り、プライバシーポリシーを定め、 

  個人情報の保護を徹底してまいります。 

 

12，苦情解決体制 

相談・苦情解決責任者 氏名 梅沢  純昌   電話 04-2992-6950   役職 園長 

相談・苦情受付担当者 氏名 井上  美穂   電話 04-2992-6950   役職 園長代理 

第三者委員 氏名 加賀谷崇文   連絡先   kagaya@toko-bunka.ed.jp 

氏名 井花  佳彦   連絡先   hoken.ihana@gmail.com 

受付方法 電話、メール、直接 

 

13，傷害保険の概要 

保険の種類 園賠償責任保険 

保険の内容 普通保険 

保険金額 1事故につき、最大１０億円。 園児 1人につき５億円。 

 

1４，カスタマーハラスメントに対するお願い 

本園は、保護者のご意見など真摯に受け止め誠実に対応することを原則としております。 

さらに、職員が保護者・外部業者などからカスタマーハラスメントを受けた場合、当法人としまして 

本園カスタマーハラスメント規定により、毅然とした対応をし、職員の心身の安全を確保し・適切な保育 

環境の中、お子様の安全・安心・幼児教育と保育に全力で取り組みたいと存じます。 

皆様のご理解とご協力をお願いします。 

※一般的には、長時間の拘束・繰り返し要望面談を求める・暴言・暴力・威嚇・脅迫・特別扱いの強要・

園外拘束・SNS・インターネットでの誹謗中傷等は禁止事項です。 
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1５，安全対策について 

安全対策については、運営マニュアル・危機管理マニュアルを作成し園児・乳児の安全を法人全体で 

守る仕組みを作り、厳守します。 

① 適切な情報の共有と公開 ② ヒヤリハットなど情報共有と分析 ③ マニュアルの徹底  

④ 危険個所の準則な改善・改修 

 

1６，その他の重要事項 

(1)集団生活に適応できない（障害認定、加配を必要とする）園児は、入園後でも保護者協議の上、登園

制限（午前保育のみ、保護者同伴、行事欠席、一時休園、所沢市一時預かり事業の利用不可）や、ご

退園していただく場合もございます。 

（2）園運営に重大な支障、又は困難が生じた場合はご退園いただく場合がございます。 

（3）本園の実費徴収等の納入が 2か月以上滞納した場合、ご退園いただく場合がございます。 

（４）実費徴収については、変更になる場合がございます。 

 



令和８年度用                 重要事項説明書 

 

１，施設の概要 

名称 幼保連携型認定こども園 所沢中央文化幼稚園 

所在地 埼玉県所沢市宮本町 2丁目２2番地 15号 

認可日 令和 2年 4月 1日 

連絡先 
電話番号 04-2922-7343 FAX番号 04-2924-9944 

メールアドレス bunkatyu@toko-bunka.ed.jp 

設置者 学校法人所沢文化幼稚園  理事長 梅沢 好文 

施設長氏名 久保 篤史 

事業の類型 幼保連携型認定こども園 

 

2，定員 

1号認定児 2号認定児 3号認定児 

3歳 4歳 5歳 3歳 4歳 5歳 0歳 1歳 2歳 

９８ ９８ ９９ ２０ 20 20 ６ ８ 1１ 

   ※ 1号認定児の 3歳児には、満 3歳を含みます。 

（合計） 

1号認定児 2号認定児 3号認定児 合計 

２９５ ６０ ２５ 380 

 

3，職員体制    （令和８年４月１日予定） 

職種 常勤 非常勤 合計 

施設長 1 0 1 

副園長又は教頭 2 0 2 

保育教諭 ２８ 9 3７ 

主幹保育教諭 2 0 2 

指導保育教諭 0 0 0 

主幹養護教諭 0 0 0 

養護教諭又は養護助教諭 0 0 0 

学校医 0 ０ ０ 

学校歯科医 0 ０ ０ 

学校薬剤師 0 ０ ０ 

調理員 0 0 0 

事務職員 2 0 2 

その他 ７ 0 ７ 

合計 ４２ ９ 51 

 

通称認定こども園法に基づく認可に係る審査基準

及び、その他法令等の定める基準を順守し、幼児

教育及び保育に必要な職員として、左記の職種の

職員を配置しています。 

 

※委嘱 

※委嘱 

※委嘱 

※委託 
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4，開園日・開園時間及び、休園日 

 1号認定児 2号・3号認定児 

開園日 月曜日から金曜日 月曜日から土曜日 

開園時間 
午前 7時 00分から午後 7時 00分  

午前 7時 00分から午後 7時 30分  

（土曜日：午後 6時 00分まで） 

教育・保育時間 教育標準時間認定 午前 9時 00分から午後 2時 00分  - 

保育標準時間認定 - 
午前 7時 30分から午後 6時 30分  

（土曜日：午前 7時 00分から午後 6時 00分） 

保育短時間認定 - 午前 8時 30分から午後 4時 30分  

預かり保育時間 
教育標準時間認定 

午前 7時 00分から午前 8時 29分  

午後 2時 01分から午後 7時 00分  
- 

延長保育時間 

保育標準時間認定 - 

午前 7時 00分から午前 7時 29分 

午後 6時 31分から午後 7時 30分 

（土曜日：なし） 

保育短時間認定 - 

午前 7時 00分から午前 8時 29分 

午後 4時 31分から午後 6時 30分 

（土曜日：午後 6 時 00 分まで） 

休園日 土・日曜日、祝日、夏季・冬季・春季休 

業日、開園記念日、埼玉県民の日、園

長が認める日 

日曜日、国民の祝日に関する法律に規 

定する休日、12月 29日から 1月 3 

日まで 

 

5，給食 

 1号認定児 2号・3号認定児 

給食 外部搬入（月・火・木・金） 外部搬入及び、自園調理（業務委託） 

アレルギー 対応しかねます 所沢市指定用紙「アレルギー除去指示書・依頼書」を病院で 

記入。当園に提出後、医師の指示に従い対応（完全除去）。 

 

6，利用者負担額 

保育料 所沢市が定める条例によるものとします。 

満３歳児は、誕生月まで 30,000円。 

預かり保育料 

（1号認定児） 

※ 所沢市一時 

預かり事業 

午前 7時 00分から午前 8時２９分  150円 

午後 2時 01分から午後 4時 00分  200円 

午後 4時 01分から午後 5時 00分  200円 

午後 5時 01分以降  150円 

※最大 550円／1日  ※8,000円／月額（常時預かり） 

保育要件のある方（無償化 2号の方）は、1日 450円申請により償還されます。 

※満３歳児は、慣らし保育終了（概ね 1週間）後、午後４時３０分まで利用可能。 

※午後 7時 00分を超えた場合、１５分につき１，０００円を徴収させて頂きます。 

延長保育料（2号） 標準時間 100 円（30 分）、短時間 100 円（1 時間） 

※午後 7時３0分を超えた場合、１５分につき１，０００円を徴収させて頂きます。

（詳細は、お問い合わせください。） 



徴収時期、徴収方法 徴収時期：毎月 1日、 徴収方法：口座引き落とし 

夕食（補助代） 実施しません。 

 

実費徴収 

・入園検定料（1号） 

・入園準備金（1号・2号） 

・教育環境充実費（1号・2号、年額） 

・特定保育負担額（1号・2号、年額） 

・通園バス維持費（1号・2号、月額） 

・教材費（1号・2号、年額） 

・観察本代（1号・2号、年額） 

・給食費（1号、1食） 

 

 

 

・給食費（2号主食費、月額） 

・給食費（2号副食費、月額） 

 

 

 

 

 

・制服、制帽、体育着代（1号・2号） 

・保育用品代（1号・2号） 

3,000円 

75,000円 

18,000円 

9,０00円 

3,500円 

14,000円 

年齢により異なる 

3５０円 

※年収360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の

第３子以降の子供たちについては、副食費（240 円）が

減額されます。 

1,200円 

4,８00円 

※年収360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の

第３子以降の子供たちについては、副食費（4，８00 円）

が減額されます。 

※令和８年度公立保育園の主食費・副食費が値上がりした

場合は、公立保育園の料金に準じます。 

実費 

年齢により異なる 

※利用者負担については、領収書を発行します。 

 

7，選考の方法 

（1号）   入園希望者が利用定員を上回る場合においては、幼保連携型認定こども園所沢中央文化幼稚園 

         園則（兼運営規程）第15条に基づき、園長の判断により、公正な選考を行います。 

（2・3号） 利用の申込みをした子どもの数と入所児の総数が利用定員の総数を超える場合については、 

市が行う利用調整により選考します。 

 

8,緊急時の対応方法 

   教育・保育中に容体の変化等があった場合は、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡をし、学校

医又は主治医へ連絡をとるなど必要な措置を講じます。 

学校医 氏 名  京谷 圭子（星の宮クリニック） 

所在地  埼玉県所沢市星の宮 1丁目 3番 29号  電話 04-2921-3877 

学校歯科医 氏 名  梅沢 雅利（梅沢歯科医院） 

所在地  埼玉県所沢市星の宮 1丁目 2番 25号  電話 04-2921-5215 

 



9，非常災害時等の対策 

非常災害時等

に対する計画 

非常災害時や防犯等に関する計画は、別に定めます。 詳しくは、園長までお問い合

わせください。 

避難・消火訓練 火災及び地震を想定した避難訓練を、毎月 1回実施します。 

防火設備 自動火災探知機、煙感知器、誘導灯 

避難場所 第一避難場所 明峰小学校 第二避難場所  

 

10，虐待等の防止 

   入所児の人権の擁護・虐待防止のため、責任者を設置する等の必要な体制の整備を行うとともに、職員に

対し、研修を実施する等の措置を講ずるように努めます。 

責任者 久保 篤史（園長） 

 

11，地域子育て支援事業の内容 

・親子集いの場  

 

・園 庭 開 放  

 

・育 児 相 談  

子育て中の保護者のサークル等に対して、活動の場所の提供及び活動に関するアド 

バイス等を提供する。 ※予約制（毎月5回程度を予定） 

地域の子供やその保護者に対し、職員監督の下、園庭を開放する。子供との遊び方 

などについて相談があれば職員が対応する。 ※予約制（月5回程度予定） 

来園、電話、電子メール等で職員（保育教諭）が子育てに関する相談に対応する。 

※月～金曜日、午前10時00分から午後4時00分まで 

 

12，個人情報保護方針 

【個人情報の取扱方法】 

個人情報については、個人情報の保護に関する法令に則り、プライバシーポリシーを定め、個人情報の

保護を徹底してまいります。 

 

13，苦情解決体制 

相談・苦情解決責任者 氏名 久保  篤史   電話 04-2922-7343   役職 園長 

相談・苦情受付担当者 氏名 小幡  瑞穂   電話 04-2922-7343   役職 副園長 

第三者委員 氏名 加賀谷崇文   連絡先   kagaya@toko-bunka.ed.jp 

氏名 井花  佳彦   連絡先   hoken.ihana@gmail.com 

受付方法 電話、メール、直接 

 

14，傷害保険の概要 

保険の種類 園賠償責任保険 

保険の内容 普通保険 

保険金額 1事故につき、最大 10億円。 園児 1人につき 2億円。 
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1５，カスタマーハラスメントに対するお願い 

本園は、保護者のご意見など真摯に受け止め誠実に対応することを原則としております。 

さらに、職員が保護者・外部業者などからカスタマーハラスメントを受けた場合、当法人としまして 

本園カスタマーハラスメント規定により、毅然とした対応をし、職員の心身の安全を確保し・適切な保育 

環境の中、お子様の安全・安心・幼児教育と保育に全力で取り組みたいと存じます。 

皆様のご理解とご協力をお願いします。 

※一般的には、長時間の拘束・繰り返し要望面談を求める・暴言・暴力・威嚇・脅迫・特別扱いの強要・

園外拘束・SNS・インターネットでの誹謗中傷等は禁止事項です。 

 

1６，安全対策について 

安全対策については、運営マニュアル・危機管理マニュアルを作成し園児・乳児の安全を法人全体で 

守る仕組みを作り、厳守します。 

① 適切な情報の共有と公開 ② ヒヤリハットなど情報共有と分析 ③ マニュアルの徹底  

④ 危険個所の準則な改善・改修 

 

1７，その他の重要事項 

(1)集団生活に適応できない（障害認定、加配を必要とする）園児は、入園後でも保護者協議の上、登園

制限（午前保育のみ、保護者同伴、行事欠席、一時休園、所沢市一時預かり事業の利用不可）や、ご

退園していただく場合もございます。 

（2）園運営に重大な支障、又は困難が生じた場合はご退園いただく場合がございます。 

（3）本園の実費徴収等の納入が 2か月以上滞納した場合、ご退園いただく場合がございます。 

（４）実費徴収については、変更になる場合がございます。 

 



令和８年度用                 重要事項説明書 

 

１，施設の概要 

名称 所沢第三文化幼稚園 

所在地 埼玉県所沢市山口 5350番地 

認可日 昭和 45年 3月 27日 

連絡先 
電話番号 04-2924-9943 FAX番号 04-2924-9934 

メールアドレス bunka3@toko-bunka.ed.jp 

設置者 学校法人所沢文化幼稚園  理事長 梅沢 好文 

施設長氏名 渡邊 由美子 

事業の類型 幼稚園（施設型給付） 

 

2，利用定員 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 

   60 60 60 180 

   ※ 3歳は、満 3歳を含みます。 

 

3，職員体制    （令和８年４月１日予定） 

職種 常勤 非常勤 合計 

園長 1 0 1 

副園長 1 0 1 

主幹教諭 1 0 1 

幼稚園教諭 12 0 12 

調理員 0 0 0 

その他 4 3 7 

合計 19 3 22 

 

4，開園日・開園時間及び、休園日 

開園日 月曜日から金曜日 

開園時間 午前 7時 30分から午後 6時 30分 

教育時間(1日保育の時間) 午前 9時 00分から午後 2時 00分 

預かり保育時間 午前 7時 30分から午前 8時 29分 

預かり保育時間 午後 2時 01分から午後 6時 30分 

休園日 土・日曜日、祝日、夏季・冬季・春季休業日、開園記念日、埼玉県民の日、園長が認める日  

 

5，給食 

給食 月・火・木・金 アレルギー 対応しかねます。 

 

埼玉県私立幼稚園設置認可に係る審査基準及び、その他 

法令等の定める基準を順守し、幼児教育に必要な職員とし

て、左記の職種の職員を配置しています。 
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6，利用者負担額 

保育料 所沢市が定める条例によるものとします（無償化） 

 満３歳児は、誕生月まで 30,000円。 

預かり保育料 

※ 所沢市一時預かり 

   事業 

午前 7時 30分から午前 8時２９分  150円 

午後 2時 01分から午後 4時 00分  200円 

午後 4時 01分から午後 5時 00分  200円 

午後 5時 01分以降  150円 

※最大 550円／1日  ※8,000円／月額（常時預かり） 

保育要件のある方（無償化 2号の方）は、1日 450円申請により償還され

ます。 

※満３歳児は、慣らし保育終了（概ね 1週間）後、午後５時３０分まで利用可

能。（ただし、在園児の弟妹に限り午後６時００分まで利用可能） 

※午後６時３0分を超えた場合、１５分につき１，０００円を徴収させて頂きま

す。 

徴収時期、徴収方法 徴収時期：毎月 1日、 徴収方法：口座引き落とし 

夕食（補助代） なし 

実費徴収 

・入園検定料   

・入園準備金 

・教育環境充実費（年額） 

・特定保育負担費（年額） 

・通園バス維持費（月額） 

・教材費（年額） 

・観察本代（年額） 

・給食費（一食あたり） 

 

 

 

・制服、制帽、体育着代 

・保育用品代 

3,000円 

75,000円 

18,000円  

９,０00円 

3,500円 

14,000円 

年齢により異なる 

3５0円 

※年収 360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯

の第３子以降の子供たちについては、副食費（240円）

が減額されます。 

実費 

年齢により異なる 

※利用者負担額については、領収証を発行します。 

 

７,選考の方法 

・入園希望者が定員を上回る場合においては、園長の判断により、公正な選考を行います。 

 

 

 

 

 



8,緊急時の対応方法 

   保育中に容体の変化等があった場合は、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡をし、嘱託医又

は主治医へ連絡をとるなど必要な措置を講じます。 

嘱託医 氏 名  京谷 圭子（星の宮クリニック） 

所在地  埼玉県所沢市星の宮 1丁目 3番 29号  電話 04-2921-3877 

嘱託歯科医 氏 名  梅沢 雅利（梅沢歯科医院） 

所在地  埼玉県所沢市星の宮 1丁目 2番 25号  電話 04-2921-5215 

 

9，非常災害時等の対策 

非常災害時等

に対する計画 

非常災害時や防犯等に関する計画は、別に定めます。 詳しくは、園長までお問い合

わせください。 

避難・消火訓練 火災及び地震を想定した避難訓練を、年 2回実施します。 

防火設備 自動火災探知機、煙感知器、誘導灯 

避難場所 第一避難場所 椿峰中央公園 第二避難場所  

 

10，虐待等の防止 

   入所児の人権の擁護・虐待防止のため、責任者を設置する等の必要な体制の整備を行うとともに、職員に

対し、研修を実施する等の措置を講ずるように努めます。 

責任者 渡邊 由美子（園長） 

 

11，個人情報保護方針 

【個人情報の取扱方法】 

個人情報については、個人情報の保護に関する法令に則り、プライバシーポリシーを定め、個人情報の

保護を徹底してまいります。 

 

12，苦情解決体制 

相談・苦情解決責任者 氏名 渡邊由美子   電話 04-2924-9943   役職 園長 

相談・苦情受付担当者 氏名 鹿倉  知余   電話 04-2924-9943   役職 主幹教諭 

第三者委員 氏名 加賀谷崇文   連絡先   kagaya@toko-bunka.ed.jp 

氏名 井花  佳彦   連絡先   hoken.ihana@gmail.com 

受付方法 電話、メール、直接 

 

13，傷害保険の概要 

保険の種類 園賠償責任保険 

保険の内容 普通保険 

保険金額 1事故につき、最大１０億円。 園児 1人につき５億円。 
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1５，カスタマーハラスメントに対するお願い 

本園は、保護者のご意見など真摯に受け止め誠実に対応することを原則としております。 

さらに、職員が保護者・外部業者などからカスタマーハラスメントを受けた場合、当法人としまして 

本園カスタマーハラスメント規定により、毅然とした対応をし、職員の心身の安全を確保し・適切な保育 

環境の中、お子様の安全・安心・幼児教育と保育に全力で取り組みたいと存じます。 

皆様のご理解とご協力をお願いします。 

※一般的には、長時間の拘束・繰り返し要望面談を求める・暴言・暴力・威嚇・脅迫・特別扱いの強要・

園外拘束・SNS・インターネットでの誹謗中傷等は禁止事項です。 

 

1６，安全対策について 

安全対策については、運営マニュアル・危機管理マニュアルを作成し園児・乳児の安全を法人全体で 

守る仕組みを作り、厳守します。 

① 適切な情報の共有と公開 ② ヒヤリハットなど情報共有と分析 ③ マニュアルの徹底  

④ 危険個所の準則な改善・改修 

 

1７，その他の重要事項 

(1)集団生活に適応できない（障害認定、加配を必要とする）園児は、入園後でも保護者協議の上、登園

制限（午前保育のみ、保護者同伴、行事欠席、一時休園、所沢市一時預かり事業の利用不可）や、ご

退園していただく場合もございます。 

（2）園運営に重大な支障、又は困難が生じた場合はご退園いただく場合がございます。 

（3）本園の実費徴収等の納入が 2か月以上滞納した場合、ご退園いただく場合がございます。 

（４）実費徴収については、変更になる場合がございます。 

 



令和８年度用                 重要事項説明書 

 

１，施設の概要 

名称 所沢第五文化幼稚園 

所在地 埼玉県所沢市荒幡 442番 1 

認可日 昭和 48年 3月 31日 

連絡先 
電話番号 04-2924-7657 FAX番号 04-2921-2504 

メールアドレス bunka5@toko-bunka.ed.jp 

設置者 学校法人所沢文化幼稚園  理事長 梅沢 好文 

施設長氏名 渡辺 和弘 

事業の類型 幼稚園（施設型給付） 

 

2，利用定員 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 

   60 60 60 180 

※ 3歳は満 3歳を含みます。 

 

3，職員体制    （令和８年４月１日予定） 

職種 常勤 非常勤 合計 

園長 1 0 1 

副園長 １ 0 １ 

主幹教諭 1 0 1 

幼稚園教諭 1４ 0 1４ 

調理員 0 0 0 

その他 2 4 6 

合計 19 4 23 

 

4，開園日・開園時間及び、休園日 

開園日 月曜日から金曜日 

開園時間 午前 7時 30分から午後 6時 30分 

教育時間(1日保育の時間) 午前 9時 00分から午後 2時 00分 

預かり保育時間 午前 7時 30分から午前 8時 29分 

預かり保育時間 午後 2時 01分から午後 6時 30分 

休園日 土・日曜日、祝日、夏季・冬季・春季休業日、開園記念日、埼玉県民の日、園長が認める日  

 

5，給食 

給食 月・火・木・金 アレルギー 対応しかねます。 

 

 

埼玉県私立幼稚園設置認可に係る審査基準及び、その他 

法令等の定める基準を順守し、幼児教育に必要な職員とし

て、左記の職種の職員を配置しています。 
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6，利用者負担額 

保育料 所沢市が定める条例によるものとします（無償化） 

 満３歳児は、誕生月まで 30,000円。 

預かり保育料 

※ 所沢市一時預かり 

   事業 

午前 7時 30分から午前 8時 29分  150円 

午後 2時 01分から午後 4時 00分  200円 

午後 4時 01分から午後 5時 00分  200円 

午後 5時 01分以降  150円 

※最大 550円／1日  ※8,000円／月額（常時預かり） 

保育要件のある方（無償化 2号の方）は、1日 450円申請により償還され

ます。 

※満３歳児は、慣らし保育終了（概ね 1週間）後、午後５時３０分まで利用可

能。（ただし、在園児の弟妹に限り午後６時０0分まで利用可能） 

※午後６時３0分を超えた場合、１５分につき１，０００円を徴収させて頂きま

す。 

徴収時期、徴収方法 徴収時期：毎月 1日、 徴収方法：口座引き落とし 

夕食（補助代） なし 

実費徴収 

・入園検定料   

・入園準備金 

・教育環境充実費（年額） 

・特定保育負担費（年額） 

・通園バス維持費（月額） 

・教材費（年額） 

・観察本代（年額） 

・給食費（一食あたり） 

 

 

 

・制服、制帽、体育着代 

・保育用品代 

3,000円 

75,000円 

18,000円  

９,０00円 

3,500円 

14,000円 

年齢により異なる 

3５0円 

※年収 360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯

の第３子以降の子供たちについては、副食費（240円）

が減額されます。 

実費 

年齢により異なる 

※利用者負担額については、領収証を発行します。 

 

７,選考の方法 

・入園希望者が定員を上回る場合においては、園長の判断により、公正な選考を行います。 

 

 

 

 

 



8,緊急時の対応方法 

   保育中に容体の変化等があった場合は、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡をし、嘱託医又

は主治医へ連絡をとるなど必要な措置を講じます。 

嘱託医 氏 名  京谷 圭子（星の宮クリニック） 

所在地  埼玉県所沢市星の宮 1丁目 3番 29号  電話 04-2921-3877 

嘱託歯科医 氏 名  梅沢 雅利（梅沢歯科医院） 

所在地  埼玉県所沢市星の宮 1丁目 2番 25号  電話 04-2921-5215 

 

9，非常災害時等の対策 

非常災害時等

に対する計画 

非常災害時や防犯等に関する計画は、別に定めます。 詳しくは、園長までお問い合

わせください。 

避難・消火訓練 火災及び地震を想定した避難訓練を、年 2回実施します。 

防火設備 自動火災探知機、煙感知器、誘導灯 

避難場所 第一避難場所 荒幡小学校 第二避難場所  

 

10，虐待等の防止 

   入所児の人権の擁護・虐待防止のため、責任者を設置する等の必要な体制の整備を行うとともに、職員に

対し、研修を実施する等の措置を講ずるように努めます。 

責任者 渡辺 和弘（園長） 

 

11，個人情報保護方針 

【個人情報の取扱方法】 

個人情報については、個人情報の保護に関する法令に則り、プライバシーポリシーを定め、個人情報の

保護を徹底してまいります。 

 

12，苦情解決体制 

相談・苦情解決責任者 氏名 渡辺  和弘   電話 04-2924-7657  役職 園長 

相談・苦情受付担当者 氏名 伊知地公美   電話 04-2924-7657  役職 副園長 

第三者委員 氏名 加賀谷崇文   連絡先   kagaya@toko-bunka.ed.jp 

氏名 井花  佳彦   連絡先   hoken.ihana@gmail.com 

受付方法 電話、メール、直接 

 

13，傷害保険の概要 

保険の種類 園賠償責任保険 

保険の内容 普通保険 

保険金額 1事故につき、最大１０億円。 園児 1人につき５億円。 
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1４，カスタマーハラスメントに対するお願い 

本園は、保護者のご意見など真摯に受け止め誠実に対応することを原則としております。 

さらに、職員が、保護者・外部業者などからカスタマーハラスメントを受けた場合、当法人としまして 

本園カスタマーハラスメント規定により、毅然とした対応をし、職員の心身の安全を確保し・適切な保育 

環境の中、お子様の安全・安心・幼児教育と保育に全力で取り組みたいと存じます。 

皆様のご理解とご協力をお願いします。 

※一般的には、長時間の拘束・繰り返し要望面談を求める・暴言・暴力・威嚇・脅迫・特別扱いの強要・

園外拘束・SNS・インターネットでの誹謗中傷等は禁止事項です。 

 

1５，安全対策について 

安全対策については、運営マニュアル・危機管理マニュアルを作成し園児・乳児の安全を法人全体で 

守る仕組みを作り、厳守します。 

① 適切な情報の共有と公開 ② ヒヤリハットなど情報共有と分析 ③ マニュアルの徹底  

④ 危険個所の準則な改善・改修 

 

1６，その他の重要事項 

(1)集団生活に適応できない（障害認定、加配を必要とする）園児は、入園後でも保護者協議の上、登園

制限（午前保育のみ、保護者同伴、行事欠席、一時休園、所沢市一時預かり事業の利用不可）や、ご

退園していただく場合もございます。 

（2）園運営に重大な支障、又は困難が生じた場合はご退園いただく場合がございます。 

（3）本園の実費徴収等の納入が 2か月以上滞納した場合、ご退園いただく場合がございます。 

（４）実費徴収については、変更になる場合がございます。 

 



令和８年度用                 重要事項説明書 

 

１，施設の概要 

名称 幼保連携型認定こども園 所沢第六文化幼稚園 

所在地 埼玉県所沢市北野 1丁目 1番 22号 

認可日 平成 30年 4月 1日 

連絡先 
電話番号 04-2948-1311 FAX番号 04-2947-8305 

メールアドレス bunka6@toko-bunka.ed.jp 

設置者 学校法人所沢文化幼稚園  理事長 梅沢 好文 

施設長氏名 長岩 恭兵 

事業の類型 幼保連携型認定こども園 

 

2，定員 

1号認定児 2号認定児 3号認定児 

3歳 4歳 5歳 3歳 4歳 5歳 0歳 1歳 2歳 

６８ ６８ 6９ 1５ 1５ 1５ ６ 12 1２ 

※ 1号認定児の 3歳児には、満 3歳を含みます。    

（合計） 

1号認定児 2号認定児 3号認定児 合計 

２０５ ４５ ３０ 280 

 

3，職員体制    （令和８年４月１日予定） 

職種 常勤 非常勤 合計 

施設長 1 0 1 

副園長又は教頭 2 0 2 

保育教諭 24 10 34 

主幹保育教諭 3 0 3 

指導保育教諭 0 0 0 

主幹養護教諭 0 0 0 

養護教諭又は養護助教諭 0 0 0 

学校医 0 ０ ０ 

学校歯科医 0 ０ ０ 

学校薬剤師 0 ０ ０ 

調理員 0 0 0 

事務職員 3 0 3 

その他 2 5 7 

合計 35 15 50 

 

通称認定こども園法に基づく認可に係る審査基準

及び、その他法令等の定める基準を順守し、幼児

教育及び保育に必要な職員として、左記の職種の

職員を配置しています。 

 

※委嘱 

※委嘱 

※委嘱 

※委託 
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4，開園日・開園時間及び、休園日 

 1号認定児 2号・3号認定児 

開園日 月曜日から金曜日 月曜日から土曜日 

開園時間 
午前 7時 00分から午後 7時 00分  

午前 7時 00分から午後 7時 30分  

（土曜日：午後 6時 00分まで） 

教育・保育時間 教育標準時間認定 午前 9時 00分から午後 2時 00分  - 

保育標準時間認定 - 午前 7時 00分から午後 6時 00分  

保育短時間認定 - 午前 8時 30分から午後 4時 30分  

預かり保育時間 
教育標準時間認定 

午前 7時 00分から午前 8時 29分 

午後 2時 01分から午後 7時 00分  
- 

延長保育時間 
保育標準時間認定 - 

午後 6時 01分から午後 7時 30分 

（土曜日：なし） 

保育短時間認定 - 

午前 7時 00分から午前 8時 29分  

午後 4時 31分から午後 6時 30分  

（土曜日：午後 6時 00分まで） 

休園日 土・日曜日、祝日、夏季・冬季・春季休 

業日、開園記念日、埼玉県民の日、園

長が認める日 

日曜日、国民の祝日に関する法律に規 

定する休日、12月 29日から 1月 3 

日まで 

 

5，給食 

 1号認定児 2号・3号認定児 

給食 外部搬入（月・火・木・金） 外部搬入及び、自園調理（業務委託） 

アレルギー 対応しかねます 所沢市指定用紙「アレルギー除去指示書・依頼書」を病院で 

記入。当園に提出後、医師の指示に従い対応（完全除去）。 

 

6，利用者負担額 

保育料 所沢市が定める条例によるものとします。 

満３歳児は誕生月まで 30,000円。 

預かり保育料 

（1号認定児） 

※ 所沢市一時 

預かり事業 

午前 7時 00分から午前 8時 29分  150円 

午後 2時 01分から午後 4時 00分  200円 

午後 4時 01分から午後 5時 00分  200円 

午後 5時 01分以降  150円 

※最大 550円／1日  ※8,000円／月額（常時預かり） 

保育要件のある方（無償化 2号の方）は、1日 450円申請により償還されます。 

※満３歳児は、慣らし保育終了（概ね 1週間）後、午後４時３０分まで利用可能。 

※午後 7時 00分を超えた場合、１５分につき１，０００円を徴収させて頂きます。 

延長保育料（2号） 標準時間 100円（30分）、短時間 100円（1時間） ※詳細はお問い合わせください。  

※午後 7時３0分を超えた場合、１５分につき１，０００円を徴収させて頂きます。

（詳細は、お問い合わせください。） 

徴収時期、徴収方法 徴収時期：毎月 1日、 徴収方法：口座引き落とし 

夕食（補助代） 実施しません。 



実費徴収 

・入園検定料（1号） 

・入園準備金（1号・2号） 

・教育環境充実費（1号・2号、年額） 

・特定保育負担額（1号・2号、年額） 

・通園バス維持費（1号・2号、月額） 

・教材費（1号・2号、年額） 

・観察本代（1号・2号、年額） 

・給食費（1号、1食） 

 

 

 

・給食費（2号主食費、月額） 

・給食費（2号副食費、月額） 

 

 

 

 

 

・制服、制帽、体育着代（1号・2号） 

・保育用品代（1号・2号） 

3,000円 

75,000円 

18,000円 

９,０00円 

3,500円 

14,000円 

年齢により異なる 

3５0円 

※年収360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の

第３子以降の子供たちについては、副食費（240 円）が

減額されます。 

1,２00円 

4,８00円 

※年収360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の

第３子以降の子供たちについては、副食費（4，８00 円）

が減額されます。 

※令和８年度公立保育園の主食費・副食費が値上がりした

場合は、公立保育園の料金に準じます。 

実費 

年齢により異なる 

※利用者負担については、領収書を発行します。 

 

7．選考の方法 

（1号） 入園希望者が利用定員を上回る場合においては、幼保連携型認定こども園所沢第六文化幼稚園 

         園則（兼運営規程）第1５条に基づき、園長の判断により、公正な選考を行います。 

（2・3号） 利用の申込みをした子どもの数と入所児の総数が利用定員の総数を超える場合については、 

市が行う利用調整により選考します。 

 

8,緊急時の対応方法 

   教育・保育中に容体の変化等があった場合は、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡をし、学校

医又は主治医へ連絡をとるなど必要な措置を講じます。 

学校医 氏 名  京谷 圭子（星の宮クリニック） 

所在地  埼玉県所沢市星の宮 1丁目 3番 29号  電話 04-2921-3877 

学校歯科医 氏 名  梅沢 雅利（梅沢歯科医院） 

所在地  埼玉県所沢市星の宮 1丁目 2番 25号  電話 04-2921-5215 

 

 

 

 



9，非常災害時等の対策 

非常災害時等

に対する計画 

非常災害時や防犯等に関する計画は、別に定めます。 詳しくは、園長までお問い合

わせください。 

避難・消火訓練 火災及び地震を想定した避難訓練を、毎月 1回実施します。 

防火設備 自動火災探知機、煙感知器、誘導灯 

避難場所 第一避難場所 北野小学校 第二避難場所  

 

10，虐待等の防止 

   入所児の人権の擁護・虐待防止のため、責任者を設置する等の必要な体制の整備を行うとともに、職員に

対し、研修を実施する等の措置を講ずるように努めます。 

責任者 長岩 恭兵（園長） 

 

11，地域子育て支援事業の内容 

・親子集いの場  

 

・園 庭 開 放  

 

・育 児 相 談  

子育て中の保護者のサークル等に対して、活動の場所の提供及び活動に関するアド 

バイス等を提供する。 ※予約制（毎月5回程度を予定） 

地域の子供やその保護者に対し、職員監督の下、園庭を開放する。子供との遊び方 

などについて相談があれば職員が対応する。 ※予約制（月5回程度予定） 

来園、電話、電子メール等で職員（保育教諭）が子育てに関する相談に対応する。 

※月～金曜日、午前10時00分から午後4時00分まで 

 

12，個人情報保護方針 

【個人情報の取扱方法】 

個人情報については、個人情報の保護に関する法令に則り、プライバシーポリシーを定め、個人情報の

保護を徹底してまいります。 

 

13，苦情解決体制 

相談・苦情解決責任者 氏名 長岩 恭兵    電話 04-2948-1311   役職 園長 

相談・苦情受付担当者 氏名 渡邉 さゆり   電話 04-2948-1311   役職 副園長 

第三者委員 氏名 加賀谷崇文   連絡先   kagaya@toko-bunka.ed.jp 

氏名 井花  佳彦   連絡先   hoken.ihana@gmail.com 

受付方法 電話、メール、直接 

 

14，傷害保険の概要 

保険の種類 園賠償責任保険 

保険の内容 普通保険 

保険金額 1事故につき、最大 10億円。 園児 1人につき 2億円。 
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1５，カスタマーハラスメントに対するお願い 

本園は、保護者のご意見など真摯に受け止め誠実に対応することを原則としております。 

さらに、職員が保護者・外部業者などからカスタマーハラスメントを受けた場合、当法人としまして 

本園カスタマーハラスメント規定により、毅然とした対応をし、職員の心身の安全を確保し・適切な保育 

環境の中、お子様の安全・安心・幼児教育と保育に全力で取り組みたいと存じます。 

皆様のご理解とご協力をお願いします。 

※一般的には、長時間の拘束・繰り返し要望面談を求める・暴言・暴力・威嚇・脅迫・特別扱いの強要・

園外拘束・SNS・インターネットでの誹謗中傷等は禁止事項です。 

 

1６，安全対策について 

安全対策については、運営マニュアル・危機管理マニュアルを作成し園児・乳児の安全を法人全体で 

守る仕組みを作り、厳守します。 

① 適切な情報の共有と公開 ② ヒヤリハットなど情報共有と分析 ③ マニュアルの徹底  

④ 危険個所の準則な改善・改修 

 

1７，その他の重要事項 

(1)集団生活に適応できない（障害認定、加配を必要とする）園児は、入園後でも保護者協議の上、登園

制限（午前保育のみ、保護者同伴、行事欠席、一時休園、所沢市一時預かり事業の利用不可）や、ご

退園していただく場合もございます。 

（2）園運営に重大な支障、又は困難が生じた場合はご退園いただく場合がございます。 

（3）本園の実費徴収等の納入が 2か月以上滞納した場合、ご退園いただく場合がございます。 

（４）実費徴収については、変更になる場合がございます。 

 



令和８年度用                 重要事項説明書 

 

１，施設の概要 

名称 くすのき台保育園 

所在地 埼玉県所沢市くすのき台 1丁目 9番 3号 

認可日 平成 16年 4月 1日 

連絡先 
電話番号 04-2998-3838 FAX番号 04-2998-3850 

メールアドレス kusunokidai@toko-bunka.ed.jp 

設置者 学校法人所沢文化幼稚園  理事長 梅沢 好文 

施設長氏名 渡邉 利恵 

事業の類型 保育所 

 

2，定員 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 

6 8 11 11 12 12 60 

 

3，職員体制    （令和８年４月１日予定） 

職種 常勤 非常勤 合計 

施設長 1 0 1 

主任保育士 1 0 1 

保育士 15 ３ 1８ 

栄養士 0 0 0 

調理員 0 0 0 

その他 ２ ０ 2 

合 計 1９ ３ 2２ 

 

4，開園日・開園時間及び、休園日 

開園日 月曜日から土曜日 

開園時間 午前 7時 00分から午後 7時 30分 

（土曜日：午前 7時 00分から午後 6時 00分） 

保育時間 保育標準時間認定 午前 7時 30分から午後 6時 30分 

（土曜日：午前 7時 00分から午後 6時 00分） 

保育短時間認定  午前 8時 30分から午後 4時 30分 

延長保育

時間 

保育標準時間認定 午前 7時 00分から午前 7時２９分、午後 6時 31分から午後７時３0分  

（土曜日：なし） 

保育短時間認定  午前 7時０0分から午前 8時 29分、午後 4時 3１分から午後 6時 30分 

（土曜日：午後 6時 00分まで） 

休園日 日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月 29日から 1月 3日まで 

認可保育園として、児童福祉法の設置基準及び、その他法

令等の定める基準を順守し、幼児教育・保育に必要な職員

(保育士)並びに、左記の職種の職員を配置しています。 

 

※調理員は、委託。 
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5，給食 

給食 自園給食（業務委託） アレルギー 現在の症状や除去内容について、対応可能であるか

相談してください。 

 

6，利用者負担額 

保育料 所沢市が定める条例によるものとします 

延長保育 標準時間 100円／30分、 短時間 100円／1時間 

※時間帯はお問い合わせください。 

徴収時期、徴収方法 毎月末日を締め日とし、月初に現金にて徴収。 

夕食（補助代） 実施しません。 

実費徴収 

・制服代 

・保育用品代 

・遠足代、写真代 

・給食費(主食費 3～5歳) 

・給食費(副食費 3～5歳) 

実費 

年齢により異なる 

実費 

1，２00円 

4，800円 

※年収 360 万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の第３子以

降の子供たちについては、副食費（4，800円）が減額されます。 

※令和８年度公立保育園の主食費・副食費が値上がりした場合は、

公立保育園の料金に準じます。 

 ※利用者負担額については、領収証を発行します。 

 

７,選考の方法 

利用の申込みをした子どもの数と入所児の総数が利用定員の総数を超える場合については、市が行う 

利用調整により選考します。 

 

8,緊急時の対応方法 

   保育中に容体の変化等があった場合は、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡をし、嘱託医又

は主治医へ連絡をとるなど必要な措置を講じます。 

嘱託医 氏 名  京谷 圭子（星の宮クリニック） 

所在地  埼玉県所沢市星の宮 1丁目 3番 29号  電話 04-2921-3877 

嘱託歯科医 氏 名  梅沢 雅利（梅沢歯科医院） 

所在地  埼玉県所沢市星の宮 1丁目 2番 25号  電話 04-2921-5215 

 

 

 

 

 

 



 

 

9，非常災害時等の対策 

非常災害時等

に対する計画 

非常災害時や防犯等に関する計画は、別に定めます。 詳しくは、園長までお問い合

わせください。 

避難・消火訓練 火災及び地震を想定した避難訓練を、毎月１回実施します。 

防火設備 自動火災探知機、煙感知器、誘導灯 

避難場所 第一避難場所 北秋津小学校 第二避難場所 長者久保公園 

 

10，虐待等の防止 

   入所児の人権の擁護・虐待防止のため、責任者を設置する等の必要な体制の整備を行うとともに、職員に

対し、研修を実施する等の措置を講ずるように努めます。 

責任者 渡邉 利恵（園長） 

 

11，個人情報保護方針 

【個人情報の取扱方法】 

個人情報については、個人情報の保護に関する法令に則り、プライバシーポリシーを定め、 

  個人情報の保護を徹底してまいります。 

 

12，苦情解決体制 

相談・苦情解決責任者 氏名 渡邉 利恵    電話 04-2998-3838   役職 園長 

相談・苦情受付担当者 氏名 小野寺千加子 電話 04-2998-3838   役職 園長補佐 

第三者委員 氏名 加賀谷崇文   連絡先   kagaya@toko-bunka.ed.jp 

氏名 井花  佳彦   連絡先   hoken.ihana@gmail.com 

受付方法 電話、メール、直接 

 

13，傷害保険の概要 

保険の種類 園賠償責任保険 

保険の内容 普通保険 

保険金額 1事故につき、最大 10億円。 園児 1人につき 2億円。 

 

1４，カスタマーハラスメントに対するお願い 

本園は、保護者のご意見など真摯に受け止め誠実に対応することを原則としております。 

さらに、職員が、保護者・外部業者などからカスタマーハラスメントを受けた場合、当法人としまして 

本園カスタマーハラスメント規定により、毅然とした対応をし、職員の心身の安全を確保し・適切な保育 

環境の中、お子様の安全・安心・幼児教育と保育に全力で取り組みたいと存じます。 

皆様のご理解とご協力をお願いします。 

※一般的には、長時間の拘束・繰り返し要望面談を求める・暴言・暴力・威嚇・脅迫・特別扱いの強要・ 

園外拘束・SNS・インターネットでの誹謗中傷等は禁止事項です。 
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1５，安全対策について 

・安全対策については、運営マニュアル・危機管理マニュアルを作成し園児・乳児の安全を法人全体で 

守る仕組みを作り、厳守します。 

① 適切な情報の共有と公開 ② ヒヤリハットなど情報共有と分析 ③ マニュアルの徹底  

④ 危険個所の準則な改善・改修 

 

1６，その他の重要事項 

(1)集団生活に適応できない（障害認定、加配を必要とする）園児は、入園後でも保護者協議の上、登園

制限（午前保育のみ、保護者同伴、行事欠席、一時休園、一時預かり事業の利用不可）や、ご退園し

ていただく場合もございます。 

（2）園運営に重大な支障、又は困難が生じた場合はご退園いただく場合がございます。 

（3）本園の実費徴収等の納入が 2か月以上滞納した場合、ご退園いただく場合がございます。 

（４）実費徴収については、変更になる場合がございます。 

 



令和８年度用                 重要事項説明書 

 

１，施設の概要 

名称 所沢文化保育園 

所在地 埼玉県所沢市元町４番３号 

認可日 平成 20年 4月 1日 

連絡先 
電話番号 04-29２６-９７９７ FAX番号 04-29２６-９７９６ 

メールアドレス bunka-ho@toko-bunka.ed.jp 

設置者 学校法人所沢文化幼稚園  理事長 梅沢 好文 

施設長氏名 杵渕 千世子 

事業の類型 保育所 

 

2，定員 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 

6 19 20    45 

 

3，職員体制    （令和８年４月１日予定） 

職種 常勤 非常勤 合計 

施設長 1 0 1 

主任保育士 1 0 1 

保育士 1６ ３ 19 

栄養士 0 0 0 

調理員 0 0 0 

その他 １ ２ ３ 

合 計 19 ５ 2４ 

 

4，開園日・開園時間及び、休園日 

開園日 月曜日から土曜日 

開園時間 午前 7時 00分から午後 7時 30分 

（土曜日：午前 7時 00分から午後 6時 00分） 

保育時

間 

保育標準時間認定 午前 7時 30分から午後 6時 30分 

（土曜日：午前 7時 00分から午後 6時 00分） 

保育短時間認定 午前 8時 30分から午後 4時 30分 

延長保

育時間 

保育標準時間認定 午前 7時０0分から午前７時 29分、午後６時 31分から午後７時 30分 

（土曜日：なし） 

保育短時間認定 午前 7時０0分から午前 8時 29分、午後 4時 31分から午後 6時 30分  

（土曜日：午後 6時 00分まで） 

休園日 日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月 29日から 1月 3日まで 

認可保育園として、児童福祉法の設置基準及び、その他法

令等の定める基準を順守し、幼児教育・保育に必要な職員

(保育士)並びに、左記の職種の職員を配置しています。 

 

※調理員は、委託。 

mailto:bunka-ho@toko-bunka.ed.jp


5，給食 

給食 自園給食（業務委託） アレルギー 現在の症状や除去内容について、対応可能であるか

相談してください。 

 

6，利用者負担額 

保育料 所沢市が定める条例によるものとします 

延長保育 標準時間 100円／30分、 短時間 100円／1時間 

※時間帯はお問い合わせください。 

徴収時期、徴収方法 毎月末日を締め日とし、月初に現金にて徴収。 

夕食（補助代） 実施しません。 

実費徴収 

・保育用品代 

・遠足代、写真代 

年齢により異なる 

実費 

 ※利用者負担額については、領収証を発行します。 

 

７,選考の方法 

利用の申込みをした子どもの数と入所児の総数が利用定員の総数を超える場合については、市が行う 

利用調整により選考します。 

 

8,緊急時の対応方法 

   保育中に容体の変化等があった場合は、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡をし、嘱託医又

は主治医へ連絡をとるなど必要な措置を講じます。 

嘱託医 氏 名  京谷 圭子（星の宮クリニック） 

所在地  埼玉県所沢市星の宮 1丁目 3番 29号  電話 04-2921-3877 

嘱託歯科医 氏 名  梅沢 雅利（梅沢歯科医院） 

所在地  埼玉県所沢市星の宮 1丁目 2番 25号  電話 04-2921-5215 

 

9，非常災害時等の対策 

非常災害時等

に対する計画 

非常災害時や防犯等に関する計画は、別に定めます。 詳しくは、園長までお問い合

わせください。 

避難・消火訓練 火災及び地震を想定した避難訓練を、毎月１回実施します。 

防火設備 自動火災探知機、煙感知器、誘導灯 

避難場所 第一避難場所 所沢小学校 第二避難場所  

 

10，虐待等の防止 

   入所児の人権の擁護・虐待防止のため、責任者を設置する等の必要な体制の整備を行うとともに、職員に

対し、研修を実施する等の措置を講ずるように努めます。 

責任者 杵渕 千世子（園長） 

 



11，個人情報保護方針 

【個人情報の取扱方法】 

個人情報については、個人情報の保護に関する法令に則り、プライバシーポリシーを定め、 

  個人情報の保護を徹底してまいります。 

 

12，苦情解決体制 

相談・苦情解決責任者 氏名 杵渕 千世子  電話 04-29２６-９７９７   役職 園長 

相談・苦情受付担当者 氏名 小川紀美江   電話 04-29２６-９７９７   役職 園長代理 

第三者委員 氏名 加賀谷崇文   連絡先   kagaya@toko-bunka.ed.jp 

氏名 井花  佳彦   連絡先   hoken.ihana@gmail.com 

受付方法 電話、メール、直接 

 

13，傷害保険の概要 

保険の種類 園賠償責任保険 

保険の内容 普通保険 

保険金額 1事故につき、最大 10億円。 園児 1人につき 2億円。 

 

1４，カスタマーハラスメントに対するお願い 

本園は、保護者のご意見など真摯に受け止め誠実に対応することを原則としております。 

さらに、職員が保護者・外部業者などからカスタマーハラスメントを受けた場合、当法人としまして 

本園カスタマーハラスメント規定により、毅然とした対応をし、職員の心身の安全を確保し・適切な保育 

環境の中、お子様の安全・安心・幼児教育と保育に全力で取り組みたいと存じます。 

皆様のご理解とご協力をお願いします。 

※一般的には、長時間の拘束・繰り返し要望面談を求める・暴言・暴力・威嚇・脅迫・特別扱いの強要・

園外拘束・SNS・インターネットでの誹謗中傷等は禁止事項です。 

 

1５，安全対策について 

・安全対策については、運営マニュアル・危機管理マニュアルを作成し園児・乳児の安全を法人全体で 

守る仕組みを作り、厳守します。 

① 適切な情報の共有と公開 ② ヒヤリハットなど情報共有と分析 ③ マニュアルの徹底  

④ 危険個所の準則な改善・改修 

 

1６，その他の重要事項 

(1)集団生活に適応できない（障害認定、加配を必要とする）園児は、入園後でも保護者協議の上、登園

制限（午前保育のみ、保護者同伴、行事欠席、一時休園、一時預かり事業の利用不可）や、ご退園し

ていただく場合もございます。 

（2）園運営に重大な支障、又は困難が生じた場合はご退園いただく場合がございます。 

（3）本園の実費徴収等の納入が 2か月以上滞納した場合、ご退園いただく場合がございます。 

（４）実費徴収については、変更になる場合がございます。 
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